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１ 保有個人情報取扱事務の届出等について 

  保有個人情報取扱事務総数は、６９１件です。（令和３年３月３１日現在） 

 

（１）保有個人情報取扱事務の実施機関ごとの内訳 

（単位：件） 

実施機関の名称 部の名称等 取扱事務数 

市長 企画政策部 ２９ 

総務部 １９ 

財政部 １５ 

市民部 ７７ 

福祉部 １３１ 

健康こども部 １０２ 

産業振興部 ２５ 

環境部 ３４ 

土木部 ３８ 

都市部 ６１ 

危機管理室 １２ 

資産管理経営室 ８ 

契約検査室 ３ 

会計室 ３ 

上下水道事業管理者 上下水道部 ３７ 

議会 議会事務局 ３ 

監査委員 監査委員事務局 １ 

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局 １１ 

農業委員会 農業委員会事務局 １０ 

教育委員会 教育委員会事務局 ７２ 

個人情報取扱事務総数 ６９１ 

 

（２）保有個人情報取扱事務の届出事項 

（単位：件） 

内 容 説 明 取扱事務数 割 合 

保有個人情報の記録項目 

戸籍的事項 ６９０ ９９．９％ 

家庭状況 ２６０ ３７．６％ 

社会生活 ４２６ ６１．６％ 

要配慮個人情報 ７１ １０．３％ 

信条・身分 １ ０．１％ 

社会的差別原因 ０ ０．０％ 

その他 １７５ ２５．３％ 

本人以外からの収集  ２１１ ３０．５％ 
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経常的な目的外利用  ３６ ５．２％ 

経常的な外部提供  １７６ ２５．５％ 

委託の状況  １３６ １９．７％ 

電子計算機処理  ２３８ ３４．４％ 

 

（３）保有個人情報取扱事務に係る目的外利用の状況について 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日までに、実施機関が行った保有個人情報取

扱事務に係る目的外利用は、２０件です。 

なお、経常的な目的外利用として届け出られているものを除きます。 

 

（４）保有個人情報取扱事務に係る外部提供の状況について 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日までに、実施機関が行った保有個人情報取

扱事務に係る外部提供は２７５件です。主な外部提供先は、警察署（１４５件）となっ

ており、刑事訴訟法第１９７条第２項による照会に基づき提供したものです。 

なお、経常的な外部提供として届け出られているものを除きます。 

 

２ 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止請求の件数並びにその処理状況 

（１）開示請求の件数及びその処理状況 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日までに、延べ２６人の方から開示請求があ

り、これらの請求に対して実施機関が行った全部開示・部分開示等の処理状況は、次の

とおりです。 

（単位：件） 

請求 

件数 

公文書

件数 

決定区分等 
未 

決 

定 

 

開示： ２３ 不開示：６ 

取下げ 全部 

開示 

部分 

開示 

１６条 

各号 

存否応 

答拒否 
不存在 却下 

２６ ２９ ７ １６ ０ ０ ６ ０ ０ ０  

 

（２）訂正及び利用停止請求の件数及びその処理状況 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日までに、訂正及び利用停止請求はありませ

んでした。 

 

３ 情報公開・個人情報保護委員に対する相談・苦情の申出等 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日までに、情報公開・個人情報保護委員に対

する相談・苦情の申出等は、ありませんでした。 

































































( 1/1 ) 

佐倉市個人情報保護条例（平成17年３月24日佐倉市条例第３号） 新旧対照表 

改正後 改正前 

（保有個人情報の提供先への訂正決定の通知） （保有個人情報の提供先への訂正決定の通知） 

第33条 実施機関は、第30条第１項の決定に基づき保有個人情報の訂正の実施をした場

合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先（情報提供等記

録にあっては、内閣総理大臣及び番号法第19条第８号に規定する情報照会者若しくは

情報提供者又は同条第９号に規定する条例事務関係情報照会者（当該訂正に係る情報

提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。））に対し、

遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。 

第33条 実施機関は、第30条第１項の決定に基づき保有個人情報の訂正の実施をした場

合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先（情報提供等記

録にあっては、総務大臣及び番号法第19条第７号に規定する情報照会者若しくは情報

提供者又は同条第８号に規定する条例事務関係情報照会者（当該訂正に係る情報提供

等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。））に対し、遅滞

なく、その旨を書面により通知するものとする。 

   附 則（令和×年×月×日佐倉市条例第×号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 



( 1/1 ) 

佐倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報

の提供に関する条例（平成27年９月28日条例第35号） 新旧対象表 

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律（平成25年法律第27号。以下「法」という。）第９条第２項に基づく個人番

号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定める

ものとする。 

第１条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律（平成25年法律第27号。以下「法」という。）第９条第２項に基づく個人番

号の利用及び法第19条第10号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定める

ものとする。 

（特定個人情報の提供） （特定個人情報の提供） 

第４条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、

別表第３の第１欄に掲げる機関が、同表の第３欄に掲げる機関に対し、同表の第２欄

に掲げる事務を処理するために必要な同表の第４欄に掲げる特定個人情報の提供を求

めた場合において、同表の第３欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときと

する。 

第４条 法第19条第10号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、

別表第３の第１欄に掲げる機関が、同表の第３欄に掲げる機関に対し、同表の第２欄

に掲げる事務を処理するために必要な同表の第４欄に掲げる特定個人情報の提供を求

めた場合において、同表の第３欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときと

する。 

２ （略） ２ （略） 

 



 

 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（マイナンバー法） 

新 旧 

（特定個人情報の提供の制限） （特定個人情報の提供の制限） 

第十九条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個

人情報の提供をしてはならない。 

第十九条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個

人情報の提供をしてはならない。 

一 ~三 （略） 一 ~三 （略） 

四 一の使用者等（使用者、法人又は国若しくは地方公共団体をいう。

以下この号において同じ。）における従業者等（従業者、法人の業

務を執行する役員又は国若しくは地方公共団体の公務員をいう。以

下この号において同じ。）であった者が他の使用者等における従業

者等になった場合において、当該従業者等の同意を得て、当該一の

使用者等が当該他の使用者等に対し、その個人番号関係事務を処理

するために必要な限度で当該従業者等の個人番号を含む特定個人

情報を提供するとき。 

 （追加） 

五~十七 （略） 四～十六 （略）  

（情報提供ネットワークシステム） （情報提供ネットワークシステム） 

第二十一条 内閣総理大臣は、委員会と協議して、情報提供ネットワー

クシステムを設置し、及び管理するものとする。 

第二十一条 総務大臣は、委員会と協議して、情報提供ネットワークシ

ステムを設置し、及び管理するものとする。 

以下（略）  以下（略） 

 


























































